
                                                       

令和７年度群馬県水防計画（案）について 

 

令和７年度群馬県水防計画(案)は下記の事由により変更を行います。 

 

１ 水防協力団体についての記載を追加 

 

県内で水防協力団体が指定されたことにより記載を追加する。 

 

２ 重要水防箇所の変更 

 

  監視期間満了により安全性が確認された箇所について重要水防箇所から削除する。 

 

３ その他事項の変更 

 

連絡系統や連絡先の変更に伴う修正を行う。 

  



                                                       

令和７年度群馬県水防計画（案）の変更点について 

 

同水防計画の変更点は下記のとおりです。 

 

第２章 水防組織 

 ２．２「県の水防組織」（１）（２） （本編 Ｐ.３～４） 

 →県の組織改正による修正。 

 

第５章 洪水予報 

５.４「水位周知河川における水位到達情報及び水防警報」（１） （本編 Ｐ.２９） 

→氾濫警戒情報解除の発表基準を追加等。 

 

 ５.５「国土交通省が行う水位到達情報及び水防警報」（３） （本編 Ｐ.３２） 

 →多々良川の避難判断水位及び氾濫危険水位の変更。 

  

５．６「県が行う水位到達情報及び水防警報」（４） （本編 Ｐ.４８） 

 →各観測所における連絡系統の受信機関の変更。 

 

第８章 水防協力団体 （本編 Ｐ.６７） 

→水防協力団体について記載を追加。 

 

第１１章 重要水防箇所 

１１.４「重要水防箇所」について（本編 Ｐ.７８） 

 →監視期間満了により安全性が確認された箇所の削除等。 

 


